
春
闘
共
闘
２
０
１
５
年

国
民
春
闘
総
決
起
集
会

１
月
27
日
、
春
闘
勝
利
を

目
指
し
春
闘
総
決
起
集
会
が

１
千
人
以
上
を
集
め
中
野
ゼ

ロ
ホ
ー
ル
で
行
わ
れ
ま
し
た
。

森
田
東
京
地
評
議
長
は
、

主
催
者
挨
拶
で
、
内
需
拡
大

の
た
め
の
賃
上
げ
は
政
府
が

要
請
す
る
ほ
ど
切
実
で
あ
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
経
団
連

が
「
経
労
委
報
告
」
の
中
で

内
部
留
保
の
活
用
を
否
定
し
、

大
手
企
業
労
組
が
企
業
側
の

意
向
に
配
慮
し
た
低
額
要
求

を
し
て
い
る
こ
と
を
批
判
し

ま
し
た
。

井
上
全
労
連
議
長
は
、
動

画
を
用
い
た
基
調
報
告
の
中

で
、
格
差
是
正
や
不
況
克
服

の
た
め
に
す
べ
て
の
労
働
者

の
賃
上
げ
が
い
か
に
重
要
か

を
的
確
に
訴
え
ま
し
た
。

各
職
場
か
ら
は
オ
バ
マ
大

統
領
・
ケ
ネ
デ
ィ
駐
日
大
使

に
扮
し
た
仲
間
に
よ
る
米
国

最
低
賃
金
状
況
の
報
告
の
ほ

か
、
「
安
倍
は
そ
と
」
の
パ

フ
ォ
ー
マ
ン
ス
や
ア
イ
ウ
エ

オ
作
文
な
ど
で
今
春
闘
の
要

求
を
勝
ち
取
る
決
意
を
表
明

し
ま
し
た
。

最
後
に
賃
上
げ
と
と
も
に

雇
用
破
壊
を
許
さ
な
い
内
容

の
集
会
ア
ピ
ー
ル
を
採
択
し
、

春
闘
勝
利
に
向
け
全
員
で
団

結
を
誓
い
合
い
閉
会
し
ま
し

た
。

田
町
駅
前
宣
伝
行
動
報
告

１
月
28
日
午
後
６
時
半
か

ら
約
１
時
間
、
音
出
し
と
チ

ラ
シ
に
よ
る
宣
伝
を
行
い
ま

し
た
。

米
Ｉ
Ｂ
Ｍ
は
２
０
１
４
年

度
は
減
収
減
益
で
1
株
当
た

り
20
ド
ル
以
上
と
し
て
い
た

目
標
を
断
念
し
た
と
発
表
し

て
い
ま
し
た
が
、
次
の
手
と

し
て
全
Ｉ
Ｂ
Ｍ
の
26
％
の
社

員
を
解
雇
す
る
計
画
を
打
ち

出
そ
う
と
し
て
い
る
と
Ｆ
Ｏ

Ｒ
Ｂ
Ｅ
Ｓ
が
報
じ
る
中
、
緊

張
し
た
宣
伝
と
な
り
ま
し
た
。

寒
風
吹
き
す
さ
び
、
通
行

す
る
方
々
が
ポ
ケ
ッ
ト
か
ら

な
か
な
か
手
を
出
さ
な
い
中
、

一
見
興
味
な
さ
げ
に
見
え
る

若
者
も
含
め
多
く
の
人
が
ビ

ラ
を
受
け
取
る
姿
に
、
地
道

な
宣
伝
活
動
に
よ
っ
て
社
会

的
関
心
が
上
が
っ
て
い
る
こ

と
を
感
じ
ま
し
た
。

（
ｘ
）

本
社
前
朝
宣
伝
行
動
報
告

２
月
３
日
、
他
労
組
よ
り

多
く
の
参
加
協
力
を
得
て
、

ロ
ッ
ク
ア
ウ
ト
解
雇
・
退
職

強
要
・
賃
金
減
額
を
強
行
す

る
Ｉ
Ｂ
Ｍ
に
抗
議
す
る
第
４

回
目
の
朝
宣
伝
を
元
気
に
行

い
ま
し
た
。

ロ
ッ
ク
ア
ウ
ト
原
告
は
、

自
ら
の
身
に
起
こ
っ
た
こ
と

を
次
の
よ
う
に
訴
え
ま
し
た
。

「
Ｉ
Ｂ
Ｍ
は
さ
ら
に
リ
ス
ト

ラ
を
行
お
う
と
し
て
い
る
。

こ
れ
を
阻
止
す
る
た
め
今
こ

そ
組
合
に
団
結
し
て
一
緒
に

た
た
か
お
う
」
、
さ
ら
に

「
春
闘
に
お
い
て
賃
上
げ
を

行
え
」
と
訴
え
ま
し
た
。

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
ク
ロ
ー

ム
計
画
を
説
明
し
た
ビ
ラ
は

瞬
く
間
に
は
け
、
最
後
に
は

足
り
な
く
な
る
ほ
ど
で
し
た
。

（
ｘ
）

最
近
、
Ｉ
Ｂ
Ｍ

の
業
績
不
振
に
よ

る
ニ
ュ
ー
ス
に

「
業
績
不
振
の
Ｉ

Ｂ
Ｍ

Ｃ
Ｅ
Ｏ
に

多
額
の
賞
与
」
が

あ
っ
た
▼
こ
の
記
事
で
は
、

「
Ｃ
Ｅ
Ｏ
の
ロ
メ
ッ
テ
ィ
氏

は
業
績
不
振
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
給
与
は
６
．
７
％
昇
給

の
１
６
０
万
ド
ル
、
業
績
賞

与
は
３
６
０
万
ド
ル
を
収
得

す
る
」
と
あ
り
、
「
経
営
の

失
敗
と
し
て
は
自
社
株
買
い

に
奔
走
し
技
術
開
発
に
投
資

せ
ず
新
し
い
流
れ
に
乗
り
遅

れ
た
」
と
分
析
し
て
い
る
。

▼
後
始
末
と
し
て
「
人
員
整

理
に
６
億
ド
ル
の
予
算
を
計

上
し
数
千
人
規
模
の
首
切
り

が
予
定
さ
れ
て
い
る
」
「
現

在
の
直
面
す
る
苦
境
を
招
い

た
張
本
人
た
ち
が
含
ま
れ
る

か
」
注
視
す
る
と
の
こ
と
。

こ
の
記
事
は
現
状
を
良
く
表

し
て
い
る
▼
経
営
責
任
を
自

覚
せ
ず
、
責
任
を
従
業
員
に

転
嫁
し
人
員
整
理
で
利
益
を

求
め
る
体
質
に
し
た
結
果
で

あ
る
▼
「
我
欲
」
の
塊
り
で

あ
る
役
員
た
ち
が
経
営
に
携

わ
っ
て
い
れ
ば
業
績
不
振
も

う
な
ず
け
る
。
（
Ｔ
Ｆ
）

組
合
は
２
月
３
日
に
団
体
交

渉
を
行
い
、
会
社
に
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
・
ク
ロ
ー
ム
の
内
容
・
背

景
・
目
的
に
つ
い
て
協
議
を
求

め
ま
し
た
。
会
社
は
「
貴
組
合

の
ご
要
求
に
応
じ
る
考
え
は
あ

り
ま
せ
ん
」
と
し
て
、
回
答
を

拒
否
し
ま
し
た
が
、
Ｒ
Ａ
に
つ

い
て
は
否
定
し
ま
せ
ん
で
し
た
。

団
交
の
内
容

組

１
Ｑ
リ
ス
ト
ラ
の
内
容
に

つ
い
て
説
明
し
て
ほ
し
い
。

会

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
、
対
象
部

門
、
事
前
協
議
な
ど
組
合
の
要

求
に
応
え
る
つ
も
り
は
な
い
。

組

回
答
拒
否
の
理
由
を
説
明

し
て
欲
し
い
。

会

回
答
拒
否
で
は
な
く
、
要

求
に
応
え
る
つ
も
り
は
な
い
。

組

要
求
に
応
じ
ら
れ
な
い
な

ら
、
理
由
を
き
き
た
い
。

会

個
々
の
社
員
の
キ
ャ
リ
ア
・

処
遇
は
、
個
別
に
所
属
長
と
話

し
合
う
も
の
で
あ
る
。
全
体
は

把
握
し
て
い
な
い
。

組

米
Ｉ
Ｂ
Ｍ
が
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
・
ク
ロ
ー
ム
を
発
表
し
て
い

る
。
会
社
と
し
て
説
明
し
て
、

初
め
て
誠
実
な
団
体
交
渉
と
い

え
る
。

会

グ
ロ
ー
バ
ル
な
ア
ナ
ウ
ン

ス
が
あ
っ
て
も
、
日
本
の
こ
と

は
回
答
い
た
し
か
ね
る
。

組

そ
れ
な
ら
回
答
拒
否
だ
。

会

組
織
改
編
の
大
き
さ
は
ブ

ラ
ン
ド
毎
に
異
な
る
。
日
本
に

一
律
比
率
で
来
る
物
で
は
な
い
。

組

そ
れ
は
一
般
論
で
あ
る
。

会

事
実
で
あ
る
。

組

回
答
は
組
合
と
事
前
協
議

す
る
気
は
無
い
と
い
う
こ
と
か
。

会

ご
要
求
に
は
応
じ
ら
れ
な

い
と
い
う
こ
と
だ
。

組

な
ぜ
応
じ
ら
れ
な
い
の
か
、

理
由
を
聞
い
て
い
る
。

会

会
社
の
考
え
で
あ
る
。
ま

た
個
々
の
社
員
に
つ
い
て
は
、

バ
ジ
ェ
ッ
ト
が
あ
る
場
合
、
所

属
長
が
様
々
な
オ
フ
ァ
ー
を
す

る
こ
と
は
あ
る
。

組

退
職
強
要
、
解
雇
な
ど
を

行
わ
な
い
こ
と
も
応
じ
な
い
と

い
う
こ
と
か
。

会

「
や
ら
な
い
こ
と
を
約
束

し
ろ
」
と
い
う
要
求
な
ら
答
え

ら
れ
な
い
。
リ
ス
ト
ラ
を
行
っ

て
い
る
事
実
は
な
い
。

組

我
々
は
一
般
論
を
聞
い
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
。
具
体
的

に
聞
い
て
い
る
。

会

退
職
強
要
な
ど
を
行
っ
て

い
る
訳
で
は
な
い
。
全
体
に
つ

い
て
「
行
わ
な
い
こ
と
」
と
い

う
要
求
に
は
応
え
ら
れ
な
い
。

Ｉ
Ｂ
Ｍ
各
国
の
状
況

組
合
が
入
手
し
た
情
報
に
よ

れ
ば
、
Ｉ
Ｂ
Ｍ
各
国
の
人
員
削

減
数
は
次
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
：
４
０
０

イ
ン
ド

：
５
０
０
０

フ
ラ
ン
ス

：
７
０
０

韓
国

：
２
５
０

合
計
６
３
５
０
人
が
削
減
さ
れ

る
模
様
で
す
。
フ
ラ
ン
ス
Ｉ
Ｂ

Ｍ
の
規
模
は
９
７
０
０
人
と
、

日
本
Ｉ
Ｂ
Ｍ
よ
り
や
や
小
さ
い

規
模
な
の
で
、
日
本
Ｉ
Ｂ
Ｍ
の

削
減
数
は
８
０
０
人
規
模
か
と

思
わ
れ
ま
す
。

２
０
１
４
年
３
月
、
会
社
は

団
交
で
回
答
拒
否
し
た
翌
労
働

日
に
ロ
ッ
ク
ア
ウ
ト
解
雇
を
行

い
ま
し
た
。
こ
の
例
を
見
て
も

わ
か
る
よ
う
に
、
会
社
が
回
答

し
な
い
こ
と
が
、
Ｒ
Ａ
を
実
施

し
な
い
こ
と
に
は
な
り
ま
せ
ん
。

警
戒
が
必
要
で
す
。

今
後
の
予
想

会
社
は
Ｐ
Ｂ
Ｃ
評
価
を
悪
用
し

て
リ
ス
ト
ラ
を
行
っ
て
く
る
と

予
想
さ
れ
ま
す
。
ま
ず
、
低
評

価
を
理
由
と
し
た
Ｐ
Ｉ
Ｐ
（
業

績
改
善
プ
ロ
グ
ラ
ム
）
を
実
施

し
ま
す
。
Ｐ
Ｉ
Ｐ
の
実
態
は
、

業
績
改
善
と
は
名
ば
か
り
で
、

毎
週
の
面
談
で
別
の
キ
ャ
リ
ア

す
な
わ
ち
転
職
ば
か
り
勧
め
ら

れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

４
月
に
は
再
び
賃
金
減
額
が

行
な
わ
れ
る
で
し
ょ
う
。
賃
金

減
額
を
通
告
さ
れ
た
人
に
は

「
今
の
う
ち
に
辞
め
れ
ば
退
職

加
算
金
が
有
利
だ
」
と
再
び
退

職
勧
奨
が
行
わ
れ
る
で
し
ょ
う
。

社
員
の
皆
さ
ん
、
一
人
で
た
た

か
う
の
は
難
し
い
で
す
。
上
司

が
変
な
そ
ぶ
り
を
み
せ
た
ら
、

す
ぐ
に
組
合
に
相
談
し
て
く
だ

さ
い
。
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(1)２０１５年２月１６日 か い な 第２２６０号

今こそ組合へ
団結しよう！

全 日 本 金 属 情 報 機 器
労 働 組 合 ( J M I U )
日 本 ア イ ビ ー エ ム 支 部

東京都港区赤坂2丁目20の6
川瀬ビル5F 〒107-0052
T E L : 0 3 - 3 5 8 3 - 9 0 3 7
F A X : 0 3 - 5 5 6 2 - 0 8 5 3

定価 月 500円

２０１５年２月１６日 か い な 第２２６０号(4)

春
闘
勝
利
・解
雇
反
対

集
会
や
宣
伝
行
動
で
訴
え

「過労死促進法・残業代ゼロ法なんてイヤだ！！」
「ブラック企業」合法化を食い止めよう！」

日本労働弁護団 発行
◇パンフレットからシリーズで掲載していきます。

第１回 今も残業代ゼロだから、
自分には関係ないと思っていませんか？

現在も残業代が支払われない違法状態がまかりとおって
いる職場はたくさんあります。だから、「残業代ゼロ制度
ができても、自分には関係ない」って思っていませんか？
でも、残業代不払いを違法だ！ と言えることと、それ

が適法になってしまうこととは天と地ほどの差があります。
現在ならば、皆さんが本気になれば、労働基準監督署や裁
判所、労働組合による交渉などで違法状態を正すことがで
きます。ですが、過労死促進法・残業代ゼロ法が導入され
ると、違法を正す手段も奪われてしまいます。

壇上の組合代表の仲間

会場いっぱいの仲間

団交報告

会
社
１
Ｑ
リ
ス
ト
ラ
を
否
定
せ
ず

組 合 な ん で も 相 談 窓 口 担 当 者
事業所名 職場名 氏名 電話番号

本 社 SO事業統括．LTS・ＩＴＳＯ事業戦略 杉野 憲作 205-6550

本 社 SWG．グローバル・ライ センシング事業部．ELAソリューショ ンズ 大場 伸子 206-4650

幕 張 価格計画．S&D価格計画 石原 隆行 205-6483

幕 張 TSDL・IMクラ イアント TS 橋本 弘嗣 1819-4060

豊 洲 ＴＳDＬ．第一Ｌｏｔｕｓ ＴＳ 田中 純 1206-0562

豊 洲 ＴＳDＬ．ＩＳＥＬ・Ｓｙｓｔｅｍ技術 大岡 義久 1801-2359

豊 洲 ＰＬＭ ＳＳ．設計・開発ＳＯＬ ＳＶＣ 本間 孝之 1209-0231

名古屋 GBS.インダストリアル・アプリケーショ ン開発 板倉 浩 205-2205

大 阪 ＧＦＳ．西日本グリーンファ シリティＳＶＣ 山本 茂秋 1505-5420

大 阪 西日本地区技術・技術推進 河本 公彦 205-5204

●組合事務所電話 ０３－３５８３－９０３７ 火、水、金 １０時～１６時

ＦＡＸ ０３－５５６２－０８５３

ｅ－ｍａｉｌ jmiu-ibm@i.bekkoame.ne.jp 組合HP: http://www.jmiu-ibm.org/

注）上記窓口は、事業所にこだわらず、連絡のとれる電話番号へどうぞ

東京法律

事務所

03-3355-0611㈹

弁護士 水口 洋介、 今泉 義竜、 本田 伊孝

http://analyticalsociaboy.txt-nifty.com/yoakemaeka/

東京都新宿区四谷一丁目２番地 伊藤ビル６Ｆ

労働問題以外の民事一般についても相談受け付けます

（お手数ですが電話により予約をお願いします）

内
容
に
つ
い
て
の
協
議
を
拒
否



会
社
は
２
０
１
３
年
に

解
雇
さ
れ
提
訴
し
て
い
る
Ａ

さ
ん
の
解
雇
理
由
を
準
備
書

面
と
し
て
提
出
し
て
来
ま
し

た
が
、
そ
の
内
容
は
驚
く
べ

き
も
の
で
し
た
。

◇
稼
働
率
目
標
は
必
達
？

２
０
１
２
年
の
稼
働
率
目

標
が
９
１
．
０
％
で
あ
る
の

に
対
し
て
、
Ａ
さ
ん
の
稼
働

率
が
８
０
．
４
％
で
あ
り
、

「
目
標
を
大
幅
に
下
回
っ
た

た
め
解
雇
し
た
」
と
し
て
い

ま
す
。
そ
し
て
Ｐ
Ｂ
Ｃ
の
目

標
の
１
つ
で
あ
る
は
ず
の
稼

働
率
が
準
備
書
面
で
は
「
最

低
限
の
必
達
目
標
」
と
さ
れ

て
い
ま
す
。
こ
れ
で
は
稼
働

率
目
標
を
下
回
っ
た
社
員
は

い
つ
で
も
解
雇
で
き
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。

◇
有
給
休
暇
全
部
消
化

し
た
ら
解
雇
？

そ
こ
で
組
合
は
、
も
し
Ａ

さ
ん
が
年
次
有
給
休
暇
を
す

べ
て
取
得
し
て
い
た
場
合
、

会
社
が
目
標
と
し
て
い
る
９

１
．
０
％
の
稼
働
率
に
届
く

の
か
を
問
題
と
し
て
裁
判
所

に
提
起
し
ま
し
た
。

す
る
と
、
会
社
の
答
え
は

Ａ
さ
ん
が
年
次
有
給
休
暇
を

す
べ
て
取
得
し
た
場
合
、
稼

働
率
は
７
９
．
７
％
に
な
る

と
い
う
も
の
で
し
た
。

も
し
、
こ
の
稼
働
率
を
上

回
る
稼
働
率
の
人
を
解
雇
し

た
と
し
た
ら
、
事
実
上
、
年

次
有
給
休
暇
を
取
得
し
た
こ

と
を
能
力
不
足
解
雇
の
評
価

根
拠
事
実
と
す
る
こ
と
に
な

り
、
労
働
基
準
法
39
条
に
反

す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ

れ
は
絶
対
に
許
さ
れ
な
い
こ

と
で
す
。

Ａ
さ
ん
の
稼
働
率
は
上
記

の
よ
う
に
８
０
．
４
％
で
し

た
。
会
社
の
行
為
は
明
ら
か

に
労
働
基
準
法
39
条
違
反
と

い
う
こ
と
に
な
り
、
と
う
て

い
許
さ
れ
る
も
の
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。

◇
稼
働
率
80
％
で
解
雇

許
さ
れ
る
の
か

組
合
の
指
摘
に
対
し
て
会

社
は
「
Ａ
さ
ん
の
部
署
は
相

対
的
に
忙
し
く
、
稼
働
率
が

高
い
」
「
他
の
社
員
は
目
標

を
達
成
し
て
い
る
」
と
反
論

し
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、

相
対
的
に
忙
し
い
こ
と
が
分

か
っ
て
い
る
な
ら
、
全
員
が

有
給
休
暇
を
全
て
取
得
で
き

る
稼
働
率
ま
で
目
標
を
下
げ

ら
れ
る
よ
う
に
、
人
員
を
増

や
す
べ
き
で
す
。
社
員
の
残

業
に
期
待
す
る
べ
き
も
の
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。

ま
た
Ａ
さ
ん
は
メ
ン
タ
ル

疾
患
を
患
っ
て
お
り
、
無
理

が
き
き
ま
せ
ん
。
そ
の
中
で

頑
張
っ
て
き
ま
し
た
。
し

か
し
Ａ
さ
ん
の
所
属
長
は

そ
れ
を
知
っ
て
い
な
が
ら
、

無
視
し
て
き
ま
し
た
。
病

気
の
た
め
少
し
パ
フ
ォ
ー

マ
ン
ス
が
低
く
な
っ
た
と

し
て
解
雇
さ
れ
た
の
で
す
。

稼
働
率
対
象
の
社
員
の

皆
さ
ん
、
「
稼
働
率
80
％

で
解
雇
」
を
ど
う
思
い
ま

す
か
？

民
間
企
業
１
４
０
１
社
の
う

ち
４
位
の
悪
さ
で
す
。
２
０

１
３
年
は
１
３
７
０
社
中
６

位
の
悪
さ
で
し
た
。

「
20
代
、
30
代
の
障
が

い
者
向
け
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ

プ
・
プ
ロ
グ
ラ
ム

」
が
今

年
３
月
か
ら
始
ま
り
ま
す
。

し
か
し
、
雇
用
の
不
安
が
な

く
、
安
心
し
て
働
く
こ
と
が

で
き
る
環
境
が
あ
っ
て
こ
そ
、

そ
の
先
に
、
法
定
雇
用
率
の

達
成
が
あ
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

(3)２０１５年２月１６日 か い な 第２２６０号 ２０１５年２月１６日 か い な 第２２６０号(2)

稼
働
率
80
％
で
能
力
不
足
？

驚
く
べ
き
解
雇
理
由

「親にも会えない」生活基盤を崩す賃金減額
１月２２日、賃金減額裁判の口頭弁論が東京地裁６２０号法廷で開かれ、原告の意見陳述が行われ

ました。以下に、原告の意見陳述書を掲載します。

意 見 陳 述 書

２０１５年１月２２日

東京地方裁判所民事第１１部 御中

原告 ＸＸＸＸ

１ 入社からの経緯

私は、ｘｘｘｘ年ｘ月に新卒採用で日本アイ・
ビー・エム株式会社に入社しました。最初の所属

は、現在のＡＴ＆Ｔに該当する部署でホストコン

ピューターの運用/管理業務を約８年間行いまし

た。その後、ＰＣのサポートセンターでThinkPad

製品のお客様サポートをへて、現在はソフトウエ

ア製品のお客様サポートの業務を遂行しています。

２０１５年４月でｘｘ年の勤続となります。

２：労働組合への加入
２００８年８月頃から所属長からの退職勧奨と

判断できる行為が何度か繰り返されました。上長

との面談では上長から「あなたがこの会社でする

仕事は無いがそれでもこの会社にいますか？」

「これから先この会社にいてもよい評価は期待で

きませんよ」「外の仕事をさがしてみてはどうで

すか？」それでも辞める事は考えていないと答え

ると、「それでは所属長と業務改善プログラムに

ついて話して下さい。」と言われました。

その後は、所属長から業績改善プログラムを行

う様に指示され、さらに、再就職を支援する所へ

行ってみる気はないかと勧められました。行く意

思がないことを伝えると、それなら業務命令で行っ

てもらうしかないとまで言われました。この様な

経緯があり、組合へ加入し、現在にいたります。

この年の評価は、所属長が「面談の際にお伝え

したように、現在の業績が年末まで継続した場合

は、PBC４となります。」と１１月１４日にNotes

メールで送ってきた通り、低評価の”４”で、理

由が、「あなたの行っている業務は誰でもできる

簡単な内容なので良い評価はつけられません」と

のことでした。

３：減額による生活への影響
「相対評価」、これは、会社へどれだけ良い貢

献をしても、所属する部門の中で必ず低評価を生

み出す仕組みであって、毎年１０～１５％の低評

価の従業員が存在することになります。

この低評価をつけられることにより、２０１３

年度から本給が１０～１５％もの幅で減額され、

懲戒処分よりも厳しい処置が繰り返し行われます。

私は、２０１３年に約１０％（２８，０００円

減額）＋２０１４年に約１５％（４３，６００円

減額）され本給だけでも７１，６００円もの減額

が行われました。

ここに示した金額はあくまで本給だけで、年収で

は、さらに時間外勤務の手当、賞与と生活への影

響は多大なものとなっています。

そして、賃金の減額は、懲戒処分の様に一時的な

ものではなく、終わりのない処分であり、この後

たとえ高評価を得たとしても取り返す事が出来る

保証はありません。現在の賞与は、１５年前にも

らえていた額の半分以下となってしまっています。

さらに、本給が減額されたことにより、住宅ロー

ンの支払いをするとそれ以外の生活費が不足する

状況が続いています。妻は２種類の病気の治療で、

定期的に病院での治療と検査のため、医療費も必

要です。さらに、現在小学生の子供は、今年の４

月からは中学生になるため、これからさらに養育

費、教育費ともに必要となります。このまま減額

が続けば、妻の治療費、子供の教育費どころか、

生活すらできない状態に追い込まれかねません。

このため、妻は病院へ行くことを止めるといい口

論になることもあります。

（中略）

２０１３年の減額により、離れたところで暮らし

ている両親と会う事すら奪われ、２０１３年は、

両親に子供を合わせる事すらできませんでした。

２０１４年、父親は癌の手術を行い、本来なら、

少しでも安心させなくてはいけないのですが、賃

金が減額される安定しない生活状況のため、安心

させるどころか両親にも心配をかけるばかりで、

育ててくれた両親への親孝行すらできず、私たち

家族の生活は大きく崩され、崩壊へのレールを会

社にひかれた状態です。退職勧奨が行われてから

私は、もしもの時、家族に何を残せるのかを考え

る様になりました。「私が死ぬことで家は残せる

のではないか」と考えるようになり、本給の減額

により、さらに死を考える頻度が増え、周りの同

僚にも、この事を話すことがありました。 本当

に私は、会社に対して、この様に今まで積み上げ

てきた生活基盤を、崩されなくてはいけないくら

いの何か悪いことをしたのでしょうか。

４：裁判所へのお願い
この賃金減額制度は、従業員が会社のために時

間を費やし命を削ったことにより得る権利がある

賃金を奪いとる制度です。退職を選択しない従業

員は、底なしに減額することも可能な制度である

ことをご認識ください。さらに苦しむ従業員を増

やすことなく、安心して働くことができる環境の

ために、行き過ぎた会社の対応から従業員を守る

ため、生活基盤を崩されてもがき苦しんでいる従

業員の叫びに耳をかたむけていただき、良心ある

ご判断をしていただけますようにお願い申し上げ

ます。

以上

厚
生
労
働
省

に
障
害
者
の
雇

用
状
況
に
つ
い

て
情
報
開
示
請

求
を
行
い
組
合

が
調
査
し
た
結

果
、
日
本
ア
イ
・

ビ
ー
・
エ
ム
は

５
年
連
続
で
障

害
者
の
法
定
雇

用
率
を
達
成
せ

ず
、
社
会
的
責

任
を
果
た
し
て
い
な
い
状
況

が
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。

障
害
者
雇
用
状
況

毎
年
報
告
求
め
る

厚
生
労
働
省
で
は
、
障
害

者
雇
用
促
進
法
に
基
づ
い
て
、

身
体
障
害
者
ま
た
は
知
的
障

害
者
の
雇
用
義
務
が
あ
る
事

業
主
な
ど
か
ら
、
毎
年
６
月

１
日
現
在
の
障
害
者
の
雇
用

状
況
に
つ
い
て
報
告
を
求
め

て
い
ま
す
。

民
間
企
業
、
国
、
地
方
公

共
団
体
は
、
「
障
害
者
の
雇

用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
」

に
基
づ
き
、
法
定
雇
用
率
に

相
当
す
る
数
以
上
の
障
害
者

を
雇
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
56
人

以
上
規
模
の
民
間
企
業
で
は
、

２
０
１
３
年
４
月
か
ら
１
．

８
％
か
ら
２
％
へ
引
き
上
げ

ら
れ
ま
し
た
。

情
報
開
示
請
求

し
て
み
る
と

実
態
を
調
査
す
る
た
め
、

組
合
は
、
厚
生
労
働
省
に

情
報
開
示
請
求
を
毎
年
行
っ

て
い
ま
す
。
そ
の
結
果
、
右

下
表
の
よ
う
に
、
日
本
ア
イ
・

ビ
ー
・
エ
ム
は
２
０
１
０
年

以
降
５
年
連
続
で
障
害
者
の

法
定
雇
用
率
を
達
成
で
き
ず
、

社
会
的
責
任
を
果
た
し
て
い

な
い
状
況
が
明
ら
か
に
な
り

ま
し
た
。

日
本
ア
イ
・
ビ
ー
・
エ
ム

の
障
害
者
法
定
雇
用
率
２
％

に
対
す
る
不
足
数
55
人
は
、

東
京
都
内
に
本
社
を
置
く
労

働
者
数
１
０
０
０
人
以
上
の

* 短時間常用者数は、０．５人として数えるため。

◇法定労働者数について: 雇用する常用労働者に占める身体障害者・知的障害者・
精神障害者の割合が法定雇用率）以上。「常用労働者」とは役員、臨時雇用者、
別事業者への出向は含まない。別事業者からの派遣は含む。

障害者法定雇用率
５年連続未達成...


